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北洋銀行の平成 23 年 9 月期における経営強化計画の履行状況について 

 当社子会社の株式会社北洋銀行は、平成 23年 9月期における経営強化計画の履行状況について、

別添のとおり公表しましたので、お知らせします。 

 

以 上 

 



 平成 24年 2月 2日 
 
北海道経済記者クラブ  各位 
 

株式会社 北洋銀行 
 

平成 23 年 9 月期における経営強化計画の履行状況について 

 
北洋銀行は、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」に基づき、平成 23 年 9

月期における経営強化計画の履行状況をとりまとめ、別添のとおり公表しましたので、お

知らせいたします。 
 なお、平成 23年 9月期の数値目標 5項目は全ての項目で目標を達成しております。 
 
                    記 
1.経営改善の目標 
 (1)コア業務純益 
   資金利益が貸出金利息の減少を主因に計画を下回りましたが、システム関連経費の

削減を進めたことから、コア業務純益は計画を 3億円上回る 148億円となりました。 
 (2)業務粗利益経費率 
   業務粗利益が国債等債券売却益の計上により計画を上回ったことから、業務粗利益

経費率は計画を 1.29ポイント下回る 54.31%となりました。 
 
2.中小企業金融の円滑化の目標 
 (1)中小規模事業者向け信用供与の残高・総資産に対する割合 

成長分野（特に医療分野）における信用供与の増強に取り組んだことから、残高は

計画を 172億円上回る 1兆 8,489億円となりました。また、総資産に対する割合は、
計画を 0.44ポイント上回る 25.26%となりました。 

 (2)経営改善支援等取組先の割合 
 医療推進専担者による情報提供や海外進出ニーズへの対応に加え、事業承継支援に

積極的に取り組んだことから、計画を 0.82ポイント上回る 3.24%となりました。 
以 上 
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１．平成 23 年 9 月期決算の概要 
（1）経営環境 

当期における北海道経済は、一部に持ち直しの動きもみられましたが、総

じて低調に推移しました。住宅投資は、新設住宅着工戸数では持家を中心に

増加したほか、設備投資は、製造業での能力増強投資や小売業での新規出店

などから持ち直しの動きとなりました。一方、公共投資は、国および地方公

共団体の予算縮小により減少したほか、個人消費は、雇用・所得環境に明確

な改善がみられず、弱い動きとなりました。また、観光は、来道客数が回復

傾向にありますが、外国人観光客の戻りは鈍く低調に推移しており、回復ペ

ースはごく緩やかなものとなりました。 

このような経済環境のもと、当行は新中期経営計画『変革の加速～持続的

成長の実現（平成 23 年 4 月～平成 26 年 3 月）』に基づき、地元中小規模事業

者等向けの円滑な資金供給の維持・拡大に取り組むとともに、お客さまとの

密接な関係を通じたコンサルティング機能を発揮することにより、「地域密着

型金融」の推進に注力してまいりました。 

当行は、「地域密着型金融」のビジネスモデルをより深化させながら、「経

営強化計画」に掲げた各種施策を着実に履行することにより、地域の持続的

成長に貢献してまいります。 
 

（2）決算の概要 
Ａ．主要勘定（末残） 

(単位:億円)

22/9末対比 23/3末対比

66,926 68,415 67,857 930 △ 558

51,770 52,284 52,336 565 51

15,538 14,951 15,375 △ 162 423

23/9末
実績

22/9末
実績

23/3末
実績

有価証券

資金量

貸出金

  

※ 資金量には譲渡性預金残高を含んでおります。 
 
（a）資金量 

資金量は 6兆 7,857 億円、前期末比 558 億円の減少となりました。主体

別の増減内訳では、法人預金は+445 億円、個人預金は+93 億円、公金・金

融預金は△1,097 億円となりました。 

 
（b）貸出金 

貸出金は 5兆 2,336 億円、前期末比 51 億円の増加となりました。法人向

け貸出については、大中堅企業向け貸出が伸びたことにより、前期末比 310



 

2 

億円の増加となりました。一方、住宅ローンなどの個人向け貸出は東日本

大震災に伴う資材調達のずれ込みによる着工遅れの影響もあり、前期末比

176 億円の減少となりました。 

 
（ｃ）有価証券 

有価証券は 1兆 5,375 億円、前期末比 423 億円の増加となりました。価

格変動リスクの高い有価証券の削減を進める一方、安定した利息配当金に

よる収益を確保する観点から国債等への投資を増加させております。 

 
Ｂ．損益状況 （計数は別表１に記載） 

資金利益は、貸出金利回り低下に伴う貸出金利息の減少を主因に前年同

期比 43 億円減少し、458 億円となりました。 

役務取引等利益は、預かり資産の販売体制強化により、個人年金保険等

の販売が順調に推移したものの、為替受入手数料等の減少により、前年同

期比 3億円減少し、70 億円となりました。 

その他業務利益は、国債等の売却に伴い国債等債券関係損益を 44 億円計

上したことより、前年同期比 46 億円増加し、49 億円となりました。 

一方、経費は、「北洋大通センター（新本店ビル）」、「はまなすセンター

（新コンピューターセンター）」の竣工に伴い償却負担が増加したものの、

通常経費の削減に努めたことにより、前年同期比 1億円減少し、385 億円と

なりました。 

これらの結果、コア業務純益は前年同期比 44 億円減少し、148 億円とな

りました。 

また、経常利益は貸倒実績率の低下による貸倒引当金繰入額の減少を主

因に前年同期比 45 億円増加し、226 億円となりました。 

一方、中間純利益は法人税等調整額の減少を主因として前年同期比 60 億

円増加し、189 億円となりました。 
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Ｃ．自己資本比率の状況  

平成23年9月末の自己資本比率は、利益剰余金の積み上げにより、11.21%

となり、前年同月末比 0.44 ポイント上昇しました。また、TierⅠ比率は

7.65%となり、前年同月末比 0.47 ポイントの上昇となりました。 

 
【自己資本比率（当行単体）の推移】

11.21%
10.70%

10.77%

7.65%
7.11%7.18%

5.00%

7.00%

9.00%

11.00%

22/9末 23/3末 23/9末

自己資本比率 TierⅠ比率

 
 
Ｄ．不良債権の状況 

平成 23 年 9 月末の開示債権は、不良債権の新規発生が抑制されたこと等

により、前年同月末比 69 億円減少し、1,792 億円となりました。また、部

分直接償却後の開示債権比率は 2.61%となり、前年同月末比 0.12 ポイント

改善しました。 

【金融再生法に基づく開示債権】 (単位:億円)

22/9末 23/3末 23/9末

実績 実績 実績 22/9末対比 23/3末対比

破産更生等債権 656 686 641 △ 15 △ 45

危険債権 863 793 817 △ 46 + 23

要管理債権 341 319 333 △ 7 + 13

合 計 1,861 1,799 1,792 △ 69 △ 7

部分直接償却後 1,436 1,384 1,389 △ 47 + 5

開示債権比率 3.52% 3.37% 3.35% △0.17% △0.02%

部分直接償却後 2.73% 2.61% 2.61% △0.12% 0.00%  
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【別表1】
(単位:億円)

22/9期 23/9期 23/9期

実績 計画 実績 22/9期比 計画対比

577 541 578 + 0 + 36

資金利益 501 462 458 △ 43 △ 3

うち貸出金利息 439 420 415 △ 23 △ 4

うち預金・譲渡性預金利息 29 18 16 △ 13 △ 1

役務取引等利益 73 75 70 △ 3 △ 4

その他業務利益 2 4 49 + 46 + 44

うち国債等関係損益 △ 2 0 44 + 46 + 44

経費 386 397 385 △ 1 △ 11

うち人件費 156 154 152 △ 4 △ 1

うち物件費 202 210 202 △ 0 △ 7

一般貸倒引当金繰入額 △ 14 0 0 + 14 + 0

205 144 192 △ 13 + 47

193 144 148 △ 44 + 3

△ 24 14 34 + 58 + 20

36 △ 7 △ 36 △ 73 △ 29

(参考)信用コスト 21 △ 7 △ 36 △ 58 △ 29

2 0 △ 10 △ 13 △ 10

181 158 226 + 45 + 67

128 118 189 + 60 + 70

業務純益

業務粗利益

コア業務純益

臨時損益

うち不良債権処理損失額

うち株式等関係損益

中間純利益

経常利益

 信用コスト ＝ 一般貸倒引当金繰入額 ＋ 不良債権処理損失額 
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２．経営の改善に係る数値目標の実績 
（1）コア業務純益 

(単位:億円)

計画対比 始期対比

コア業務純益 317 144 148 3 △ 20

項目
23/3期
実績

（計画始期）

23/9期
計画

23/9期
実績

   
  ※ 始期の水準は通期ベースのため、H23/9 期における「始期対比」は、H23/9 期（6ヶ月間の実績値） 

を 2倍して比較しております。 

 
平成 23 年 9 月期のコア業務純益は、計画比+3 億円の 148 億円となりまし

た。平成 23 年度上期における貸出金の平均残高は、地方公共団体向け貸出が

順調に増加となる一方、資金需要の弱さから法人向け貸出が減少したほか、

個人向けローンは、東日本大震災に伴う資材調達のずれ込みによる着工遅れ

の影響などから減少となりました。この結果、資金利益については、貸出金

利息が減少したことを主因として、計画を 3億円下回りました。 

また、役務取引等利益は、預かり資産の販売体制強化により、個人年金保

険等の販売が順調に推移したものの、為替受入手数料等の減少により、計画

を 4億円下回りました。 

一方、経費については、人員の減少等により人件費が計画比△1億円とな

ったほか、物件費は平成 22 年 3 月竣工の新本店ビルなどの償却負担が前年比

5億円増加したものの、システム関連経費の削減を進めたことにより、計画

比△7億円となり、経費全体では計画比△11 億円と削減が図られました。 

これらの結果、コア業務純益は計画を上回りました。 

 
（2）業務粗利益経費率 

(単位：億円、％)

23/9期 23/9期

計画 実績 計画対比 始期対比

経費 a
（機械化関連費用除く）

613 301 314 + 12 + 14

業務粗利益 ｂ 1,100 541 578 + 36 + 55

業務粗利益経費率
(a/b)

55.72 55.60 54.31 △ 1.29 △ 1.41

項目
23/3期実績
(計画始期）

 

※ 業務粗利益経費率 ＝ 機械化関連費用除く経費 ／ 業務粗利益 

※ 始期の水準は通期ベースのため、H23/9 期における「始期対比」は、H23/9 期（6ヶ月間の実績値）  

を 2倍して比較しております。 
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平成23年9月期の業務粗利益は、計画比+36億円の578億円となりました。

資金利益は、貸出金利回り低下に伴う貸出金利息の減少を主因に計画を 3億

円下回ったことに加え、役務取引等利益は、預かり資産の販売体制強化によ

り、個人年金保険等の販売が順調に推移したものの、為替受入手数料等の減

少により、計画を 4億円下回りました。一方、その他業務利益は、国債等の

売却に伴い国債等債券関係損益を 44 億円計上したことより、計画を 44 億円

上回りました。 

機械化関連費用を除く経費は、人件費の削減に努めたものの、物件費の増

加により、計画比+12 億円の 314 億円となりました。 

この結果、機械化関連費用を除く業務粗利益経費率は、計画を 1.29 ポイン

ト下回る 54.31%となりました。 
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３．経営の改善の目標を達成するための方策の進捗状況 

（1）基本戦略に基づく緒施策の実施状況 

当行は平成 23 年 8 月に公表しました「経営強化計画」に基づき、お客さま

との日常的・継続的な関係構築に注力するともに、成長分野への支援、多様

なソリューションの提供、海外ビジネスの支援など、金融仲介機能の発揮に

取り組んでまいりました。 

平成 23 年度上期においては、「お客さまへのコンサルティング機能の発揮」

に向けて態勢面の整備に注力したほか、地域密着型金融の推進を当行のビジ

ネスモデルとして確立することを掲げ、お客さまの事業支援と地域経済の活

性化に向けて、以下の 5項目を重点に取り組んでまいりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ａ．多様化するお客さまのニーズに応えるための「金融仲介機能の強化」 

（ａ）成長分野への支援 

当行では、「医療」、「環境」、「農業・食品」、「観光」等を地域の成長分野

と位置づけ、積極的に支援を行っているほか、第二次産業の育成に向けた

「ものづくり支援」、アジアを中心とした「海外進出支援」についても同様

に積極的な取り組みを行っております。 

項目毎の具体的な取り組みは、以下のとおりです。 
① 医療 

平成22年10月より各エリアの中核となるブロック店を中心に医療専担

者を配置し、病院など医療分野の新規取引開拓を推進しております。平

成 23 年 4 月と 10 月に医療取引推進専担者を増員（計 4名）し、計 9名

の専担者を各ブロック店に配置しているほか、本部推進部門に医療担当

者を 5名配置し、医療関連の取引推進に注力しております。 

また、医療法人との取引開拓、財務分析に必要な専門知識を高めるた

め、外部専門家を研修講師として招き、行内研修を行っているほか、顧

客向けセミナー等を実施しております。これらの取り組みにより平成 23

年度上期においては、新規開拓で病院 13 先、その他医療関連先等で 70

先を獲得し、専担者の配置や研修等の効果が徐々に現れております。 

 基本戦略 

Ａ．多様化するお客さまのニーズに応えるための「金融仲介機能の強化」 

Ｂ．企業ライフステージに応じた「コンサルティング機能強化」 

Ｃ．業務プロセス見直しによる「効率化の徹底」 

Ｄ．「人材の活性化」 

Ｅ．内部管理態勢強化とＣＳＲの取り組み強化 



 

8 

② 環境 

環境配慮型企業向けの私募債「北洋エコボンド」の取り扱いを強化して

いるほか、平成 23 年 7 月より環境分野での新事業を展開するお客さまに

対し、当行が出資を行う「環境ビジネス支援ファンド」の取り扱いを開

始しました。 

また、環境・省エネ対策の機運の高まりを背景に「エコトラック」への

入替に伴う資金ニーズが高まっており、こうしたニーズを着実に捉える

ことで、環境に配慮した融資商品の拡充に取り組んでおります。 

 
③ 農業・食品 

当行は道内の基幹産業である農業・食品産業をフードビジネスとして捉

えており、道内の豊かな地域資源を活かした、フードビジネスの育成・

強化と商品の新たな価値創造に向けた企業の取り組みに対して「食のプ

ロダクトデザイン事業」を立ち上げ支援を行っております。 

平成 23 年度上期は、参加 46 社のうち、29 社のセールスサポートを行

い道産食品の商品力強化へ向けた課題を取引先へフィードバックしまし

た。下期以降においても引き続き営業店と連携しながら参加企業をフォ

ローし、お客さまの事業支援に取り組んでまいります。 

 
④ 観光 

北海道の農産品等を利用したスイーツを観光消費が旺盛な中国人向け

観光商品として売り出すため、運輸局、自治体、地元観光協会等と連携

して、中国から旅行雑誌社や旅行会社の担当者を招聘するＶＪ（ビジッ

トジャパン）地方連携事業の「北海道スイーツ・ロード招聘事業」を実

施しました。また、当行本店の「北洋大通センター」１階スペースを道

内の観光振興に取り組む自治体や観光協会等に観光プロモーションの場

として提供しており、平成 23 年度上期においては、観光プロモーション

を計 8回実施しました。このほか、観光ビジネスマッチング（「インフォ

メーションバザールｉｎ東京」での個別商談会）などにも取り組んでお

ります。 

さらに、道内各地域と連携した海外インバウンド事業に対する取り組み

を強化していくため、当行・（社）札幌観光協会・（社）北海道商工会議

所連合会が連携し、平成 23 年 11 月に「北海道観光ブランド育成協議会」

を設立しました。 

本協議会は海外インバウンド促進と観光産業・地域振興支援を目的と  

し、 今後、アジア各国で開催されるフェア等に道内各地域の観光関連団

体等と連携出展し、北海道観光の情報を発信することで地域の面的再生

支援に取り組んでまいります。 
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⑤ ものづくり支援 

製造業の弱い北海道の産業構造において、道内経済の活性化には、「も

のづくり産業」の育成強化が不可欠となっております。当行では、平成

19 年から、道内の「ものづくり」に特化した商談会「ものづくりテクノ

フェア」を開催し、道内製造業の底上げをサポートしており、ビジネス

マッチングによる販路拡大のほか産官学連携に継続して取り組んでおり

ます。 

平成 23 年度上期は、「食とものづくりのマッチング」と「環境技術の導

入促進」を重点テーマとし、6月に連携協定を締結した「財団法人北海道

中小企業総合支援センター」と「ほっかいどう受発注拡大商談会」を共

同開催し、過去最高となる 149 社の企業に出展いただきました。うち 22

件が商談成約および成約見込みとなり、当行単独で実施した昨年実績(14

件)を上回るものとなりました。継続して交渉中の商談についても、アフ

ターフォローを通じた進捗管理を行い出展企業の販路拡大を支援してま

いります。 

このほか、道内中小企業が行なう新技術・新製品の研究開発に対し「北

洋銀行ドリーム基金」による助成支援を継続しており、平成 22 年度にお

いては、助成先を 2先増枠の 5先にし、「環境・省エネ」に対する助成を

強化しました。平成 23 年度も 5先に対する助成先の検討を行っておりま

す。 
 

中国 ・ 香港

台湾 ・ 韓国

タイ ・ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

その他

出展対象国

・道内観光の認知度向上
・外国人観光客の回復・促進
・道内観光産業の発展に寄与
・地域の面的再生支援に寄与

・道内観光の認知度向上
・外国人観光客の回復・促進
・道内観光産業の発展に寄与
・地域の面的再生支援に寄与

北 洋 銀 行

北海道商工会議所連合会

札幌観光協会

北海道観光ブランド育成協議会

海外旅行博等で
道内観光をＰＲ エージェント

・

マスコミ
・

団体
・

一般個人

ＰＲ対象

北海道観光ブランド育成事業 事業実施体制

営業店

道内観光関連団体・自治体等

海外旅行博覧会等出展

出展

依頼

声掛け 出展希望

連絡

支援
決定
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【平成23年度上期の主な当行主催の商談会等】

名　　称 内　　容

インフォメーション・バザール
(北海道産食品の商談会)

・ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾊﾞｻﾞ-ﾙ・in Tokyo
   (平成23年10月19日～20日)
　・出展企業　　116社
　・来場者数　　延べ約4200名

食のプロダクト・デザイン
・道内の素材・食材の生産者を対象に、道内外の食の
　専門家がアドバイスを実施。
・東京・札幌・旭川で開催。

ものづくりテクノフェア

・開催日　　　平成23年8月19日　（札幌開催）
・出展企業　　149社
・来場者数　　約3,700名
・道内のものづくり企業を対象とした大規模展示型商談会。
・食品加工機械、環境関連を重点テーマ

 ⑥ 海外ビジネスの支援 
道内中小企業にとっては、単独で海外市場に進出するには、ノウハウ・

資金・人材等の面で多くの困難が伴うことから、当行では中国を中心と

した海外進出の支援体制を構築し、お客さまの海外進出ニーズ等に迅速

に対応しております。 

具体的には、海外駐在員事務所（中国大連市・上海市）や、サハリン「北

海道ビジネスセンター」の機能を活用し、現地商談会などを通じ、中国・

アジア諸国ならびに極東ロシアを中心としたエリアで、お客さまの海外

ビジネスへの支援を行っております。平成 23 年 9 月には「（社）北海道

機械工業会」との連携により「日中ものづくり商談会 上海 2011」を共

催し、道内企業 15 社が参加しました。 

また、大連市で最大のネットワークを持つ「大連銀行」との業務協力協

定を通じて、ビジネスパートナーの紹介など道内企業と大連市との経済

交流、貿易促進に取り組んでおり、当行主催の「インフォメーション・

バザール in 東京」に大連銀行から視察団を招聘したほか、当行職員 4名

を大連銀行に派遣し現地研修を行いました。 

さらに、アジア進出に関心のあるお客さまを対象に JETRO 北海道と連携

し、「アジア展開セミナー」を開催したほか、JETRO シンガポール事務所

へ職員を出向派遣し、シンガポールおよび周辺国の情報収集を図ってお

ります。 

こうした取り組みに加え、平成 23 年 4 月に国際部内に「アジアデスク」

を設置し、従来の外為推進グループを統合して体制を強化したほか、外

為インストラクターを 1名配置するなど、営業店支援態勢の充実を図っ

ております。 
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 （b）お客さまのニーズに応えるための各種商品・サービスの提供 

① 多様なソリューションの提供 

多様化するお客さまのニーズにお応えするため、大・中堅企業取引で培

った、ノンリコースローンや資産流動化などの担保・保証に過度に依存

しない融資手法、および ABL など商品・債権等を担保とする融資手法を、

中小規模事業者のお客さまにご提案・ご提供しております。 

平成 22 年から取り扱いを開始している、環境配慮型企業向け私募債「北

洋エコボンド」は、平成 23 年度上期で 72 件、48 億円の成約があり、多

くの環境配慮型企業の皆さまにご利用いただいております。 

また、事業承継支援については、本部専門スタッフによる個別の提案型

渉外に取り組んでおり、平成 23 年度上期においては、「事業承継・Ｍ＆

Ａチーム」に新たに 2名配置（計 7名）し態勢面の強化を図りました。 

さらに地域の面的再生に向け PFI ファイナンスに積極的に取り組んで

おり、平成 23 年度上期においては公務員宿舎整備事業に対して PFI ファ

イナンスを実行したほか、地方公共団体および地場建設会社等からの要

請に応じた PFI 勉強会を開催しております。 
 

② リテール向け商品・サービスの拡充 

当行は、道内での営業基盤をより強固なものにしていくため、様々な商

品・サービスの拡充に努めております。 
 
ア.住宅ローン・アパートローン・各種無担保ローン 

現在ローンプラザは、札幌市内に 14 ヵ所、道内主要都市に 13 ヵ所の計

27 ヵ所体制で営業しております。このうち、6ヵ所では休日営業を行い、

住宅ローン等のご相談に応じております。また、平成 23 年度上期は各営

業店において「休日ローン相談会」を計 3回、延べ 227 ヵ店で実施し、

平日の来店が難しいお客さまの利便性向上に取り組みました。 

さらに、「ローン」「資産運用」に係るお客さまの様々なニーズにお応え

するため、平成 23 年 1 月に当行本店内に本部直轄の組織である「コンサ

ルティングセンター」を設置しており、専門スタッフを 42 名配置し、幅

広いローンサービスと質の高い資産運用サービスのご提供を行っており

ます。 

また、インターネットの活用によるお客さまの利便性向上に取り組んで

おり、平成 23 年 8 月より住宅ローン（お借換え専用）の事前審査を開始

したほか、既にご利用いただいているお客さまの固定金利特約再選択の

受付を開始しました。事前審査のお申し込みは、入力内容確認後 3日以

内に結果回答を行い、また、固定金利特約再選択は原則郵送でのお手続

きを行うことで、お客さまのご来店負担を軽減しております。 

さらに、平成 23 年 11 月からは、これまで健康上の理由から団体信用生
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命保険に加入いただけなかったお客さまを対象に、加入対象範囲を拡大

した団体信用生命保険による住宅ローンの取り扱いを開始しました。 

いずれもお客さまのニーズにお応えする商品・サービスとして道内で初

の取り組みであり、今後も「お客さまから選ばれる銀行」を目指して商

品・サービスの拡充に努めてまいります。 

 

  

(平成23年10月1日現在)

ローンプラザ 27ヵ所

うち休日営業 6ヵ所

住宅ローン相談会

３回（５月、７月、９月） 延べ227ヵ店

【ローンプラザ、住宅ローン相談会の状況】

 
 
イ.預かり資産 

多様化するお客さまのニーズにお応えするため、投資信託・保険の取扱

商品の拡充に取り組んでおります。平成 23 年 4 月より札幌市内の店舗を

中心に預かり資産を専門に担当する「コンサルティング課」を設置（28

ヵ店）し、預かり資産の推進専担者を増員（+4 名、計 144 名）するなど、

これまで以上に専門的なアドバイスを行えるように態勢面を整備しまし

た。推進態勢の強化により、平成 23 年度上期の預かり資産の販売額は前

年比＋118 億円の 587 億円となったほか、投資や相続等をテーマにしたお

客さま向けの資産運用セミナーや年金セミナーを開催しました。 

 

【預かり資産の推移】 (単位:億円)

22/9末 23/9末

実績 実績 22/9末対比

預かり資産 5,239 5,225 △ 14

公共債保護預かり 3,547 3,637 89

投資信託 1,692 1,588 △ 103

個人年金保険等 1,982 2,509 527
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ウ．カード事業 

平成 18 年よりキャッシュカード機能とクレジットカード機能を 1枚に

搭載したキャッシュ＆クレジットカード「clover」を発行し、現在約 62

万人のお客さまにご利用いただいております。平成 23 年 4 月からは、こ

の clover カードの機能にさらに札幌市営地下鉄の乗車券、加盟店で電子

マネーとしてご利用いただける「SAPICA」機能を搭載した「cloverSAPICA」

を発行しました。 

さらに、現在、clover カードと北海道旅客鉄道㈱様が発行している

「Kitaca」の諸機能を搭載した「clover Kitaca（仮称）」の発行にむけ

て、北海道旅客鉄道㈱様と協議を進めております。 
 

Ｂ．企業ライフステージに応じた「コンサルティング機能強化」 

お客さまが企業ライフステージ毎（創業期、成長期、成熟期・事業承継

期）に抱える経営課題のスムーズな解決に向けて、当行は様々なソリュー

ションメニューを用意し、お客さまに提案型渉外を実施しております。  

平成 23 年度上期においては、コンサルティング機能発揮に向けた態勢整

備に注力しており、a.推進態勢の整備、b.各種提案ツールの拡充、c.情報

インフラの整備、d.リレバン表彰制度の制定に取り組んでまいりました。 

項目毎の具体的な取り組みは以下のとおりです。 

 
（a）推進態勢の整備 

お客さまとの日常的・継続的な関係を強化するため、提案型渉外の実践

に取り組むとともに、提案ツールの活用などにより、お客さまが抱える経

営課題の収集に取り組みました。 

また、営業店や本部各部に分散する個社別の経営課題やお客さまのニー

ズを会議体にて一元管理し、組織横断的な対応を行うため、既存の「中小

企業取引推進会議」の下部組織として実務者クラスによる「コンサルティ

ング担当者会議」を平成 23 年 11 月に設置しました。従来、本部推進部門

と管理（審査）部門が別々に管理していた個社別の課題やニーズを本部間

で共有化することで、お客さまに最適なソリューションを提供してまいり

ます。 

 
（ｂ）各種提案ツールの拡充 

平成 23 年 10 月より、札幌市内ブロック店および地方ブロック店に「コ

ア新規推進専担者」を 9名配置し、各営業店において将来的な基盤（コア）

となる先に対して提案型渉外に取り組んでおりますが、このなかで、当行

が用意する様々なソリューションメニューの中からお客さまのニーズに合

致するメニューをご提案し、お客さまの経営課題を共に解決していくため、

「経営サポートメニュー」を平成 23 年 11 月より試行導入しました。  
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本ツールの導入により、若手・ベテラン関係なく、全渉外マンが当行の

ソリューションメニューをお客さまにご提案できるようになり、若手渉外

マンの人材育成にも資するものです。お客さまがどのような経営課題をお

持ちなのか、お悩みは何か、「お客さまを知る」ための「経営サポートメニ

ュー」をご紹介しながら、お客さまのニーズをヒアリングし、収集した情

報を基に本部各部が連携し、最適なソリューションを提供してまいります。 

 

 （ｃ）情報インフラの整備 

お客さまとの交渉履歴などの情報の蓄積・検索・管理を行うことの出来

る営業店支援システム「セールスサポートツール」を平成 23 年 7 月より全

店に導入しました。蓄積された情報については、取引種別、支店、担当者、

取引先名などの項目で任意に検索可能であり、本部各部で情報を共有化す

ることが可能となりました。 

今後は、営業店が収集したお客さまの情報の報告方法など事務体制面で

のルール化など、有用な情報の活用方法について検討してまいります。 

 
（ｄ）リレバン表彰制度の制定 

地域密着型金融の一層の推進に向けて「リレバン表彰制度」を平成 23 年

11 月に制定しました。本制度は、各営業店において、お客さまの事業支援

への中長期的な取り組みや地域の経済活性化への積極的な参画など短期的

には成果が現れにくい営業活動に対し一定の評価を行うとともに、各営業

店で実施しているリレバンのノウハウを全店で共有し活用することを目的

とするものです。 

 

・　対象先の選定
　～　地域の団体、地域社会も可
・　対象先の中長期的課題の把握
・　中長期的課題の認識の共有化
・　ライフステージ別の問題解決フローモデルの設定

２．原因の分析

４．目標や
あるべき姿の設定

中長期的取組み

電話・Mail・情報連絡表・上申書等で、
本部所管部へ連絡・相談

本支店一体となった具体策の検討
法人ニーズ発掘シートの活用

お客様との合意

次

の

ス

タ
ー

ト

７．取引の拡充
（対外PR）

ノウハウの蓄積と、情報の共有
（リレバン表彰制度の目的）

１．お取引先の
中長期的課題の把握
（目利き能力のUP）

３．対策の検討
（外部連携による補完）

この取組みを評価

５．本支店一体と
なった改善の実施
（外部連携による補完）

６．本業支援
や改善効果

BPRによる渉外体力の捻出

日常のお取引先との接点力向上
　個別に実施※しているリレバンの仕組みを整理
アウトプットとして【リレバン表彰制度】を実施

リレバン
人材育成

リレバンビジネスモデルの策定を通じた全行的な意識付け
（本部・営業店・役職員全員）

リレバン表彰制度

人事考課
への反映

リレバンによるビジネスモデル像
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Ｃ．業務プロセス見直しによる「効率化の徹底」 

（ａ）業務プロセスの見直し 

物件費をはじめとした経費削減に引き続き努めております。これら費目

毎の削減に加え、行内システムの整備、業務のプロセス自体の変革により、

プロセスに内在する経費の削減にも取り組んでおります。 

具体的には、職員が利用する行内システム環境の再構築を進めているほ

か、現在「融資支援システム」と「新営業店システム」の導入を進めてお

り、平成 25 年より順次導入を予定しております。導入後は、融資稟議プロ

セスの電子化による稟議時間の短縮に加え、お客さまの書類記入負担の軽

減と端末入力の簡素化など、営業店事務の効率化が可能となり、待ち時間

削減によるお客さま満足度の向上が図られます。 

 
（ｂ）店舗機能の見直し 

各店舗のマーケット、顧客事情、近隣当行営業店の設置状況等を検証し、

店舗統廃合や融資業務の集約を順次検討しております。近隣エリアにある

店舗について、連合店を導入して支店長の兼務発令や業務の集約などによ

り店舗運営の効率化を図っているほか、平成 24 年 2 月には、近隣エリア 2

ヵ店を店舗統廃合する予定であり、店舗統廃合から創出された人員の再配

置により、営業力の強化に繋げてまいります。 

 
（ｃ）効果的な人員の配置 

業務プロセスや店舗機能の見直し等で発生した人員や本部管理部門の人

員を中心に、収益部門や推進部門へ再配置し、営業力の強化を図っており

ます。札幌市内の店舗を中心に預かり資産を専門に担当する「コンサルテ

ィング課」を平成 23 年 4 月に設置したほか、営業役付の増員や預かり資産

推進の専担者を配置し、預かり資産の推進に取り組んでおります。（計 28

ヵ店、144 名） 

また、平成 23 年 4 月以降、「医療」「環境」「事業承継」の本部専担者を 4

名増員し、本部渉外による推進を強化しております。加えて、平成 23 年 10

月より、7ブロック店に「コア新規推進専担者」を 9名配置し、地域の中核

企業に対し中期的な新規開拓渉外を行っております。 

その他、従来関連会社等へ出向するケースが多かった管理職経験者につ

いて、お客さまとの接点の豊富な経験を活かした効果的な配置や、本部・

営業店での専門的な技能を有効に活用できる部門への配置を行うべく、「上

席調査役」、「専任調査役」の職位を平成 23 年 8 月に新設しました。 
 
Ｄ．「人材の活性化」 

（ａ）人材の育成 

平成 23年度は、若手行員の戦力化、融資実務能力の強化、「お客さまに
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選ばれる銀行」を目指した顧客対応能力の向上を重点テーマとした研修を

実施しております。若手・女性行員の融資審査能力の向上を目的として、

平成 22 年度から実施している「融資トレーニー」は、平成 23 年度は 4月

に 5名（うち女性 2名）、10 月に 7名（うち女性 2名）を発令し、本部審査

セクションに 1年間配属しております。また、若手・女性融資担当者の育

成を目的とした合宿形式の「融資実践力強化研修」を実施し、平成 23 年度

上期は延べ 400 名が受講しました。 

また、地域金融機関として「お客さまに選ばれる銀行」を目指すために

は営業店長層の顧客対応能力の向上が不可欠と考え、当該層のスキルアッ

プを目的とした、「CRM（Customer Relationship Meeting）研修」を実施し

たほか、お客さまと接する機会の多いパートタイマーを対象に、マナー・

接遇のレベルアップのための「パートタイマーＣＳ研修」を実施しました。 

さらに、本部集合研修として「融資研修」「次課長融資研修」「企業調査

研修」「法人取引推進研修」等を実施しました。 

こうした取り組みにより、ファイナンシャル・プランナー（FP）資格者

数は、平成 23 年 9 月末時点において、平成 23 年 3 月末比 75 名増加の 2,850

名、中小企業診断士は同 1名増加の 28 名となりました。 

平成 23 年度下期以降も研修等、人材育成に関する態勢の整備を継続し、

地域密着型金融を担う人材の育成と「お客さまに選ばれる銀行」の実現を

目指したコンサルティング能力の向上を図ってまいります。 

平成23年上期研修等実績

人数

若手戦力化・融資実務能力強化

融資トレーニー 12名(うち女性4名)

融資実践力強化研修 延べ400名

顧客対応能力強化

CRM研修 延べ144名

パートタイマーCS研修 延べ176名

ローン担当者研修 延べ171名

その他集合研修

融資研修

次課長融資研修

企業調査研修

法人取引推進研修

資格等

フィナンシャル・プランナー（平成23年9月末時点） 2,850名

中小企業診断士（平成23年9月末時点） 28名

研修名

延べ143名
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（ｂ）職員のやりがい向上 

人材能力の発揮には、職員のやりがいを向上させることが重要と認識し、

研修等の人材育成との相乗効果で「人」の質を高めるべく、業務貢献度の

高い職員に対するメリハリのきいたインセンティブの付与を実施いたしま

す（平成 23 年度下期賞与支給から実施予定）。 

 
（ｃ）人材の活性化 

当行関連会社を含む当行グループ全体の組織力を最大限に発揮するため、

本部・営業店別、年齢別、業務範囲別、などの観点から人材の活性化に取

り組んでおります。上記Ｃ(ｃ)「効果的な人員の配置」に掲載のとおり、

従来関連会社等へ出向するケースが多かった管理職経験者について、お客

さまとの接点の豊富な経験を活かした効果的な配置や、本部・営業店での

専門的な経験や技能を有効に活用できる部門への配置を行うべく、平成 23

年 8 月より「上席調査役」、「専任調査役」の職位を新設しており、平成 23

年 10 月より合計 19 名を発令しました。 

 
Ｅ．内部管理態勢強化と CSR の取り組み強化 

（ａ）コンプライアンス態勢・顧客保護等管理態勢の強化 

コンプライアンス態勢、顧客保護等管理態勢の強化は、常に当行の信用

の基礎にあるとの強い認識のもと、態勢の強化と PDCA による業務改善に努

めております。 

具体的には、営業店コンプライアンスプログラムにおいて、顧客情報管

理態勢強化への取り組みを項目に組み入れし、コンプライアンスマニュア

ル等を活用した研修の実践および法務コンプライアンス部による臨店など

を通じて不正防止等の職業倫理強化に取り組んでおります。また、営業店

コンプライアンス担当者研修等の各種集合研修において顧客情報管理にか

かる事故事例等を開示共有するなど、職員の意識強化を図っております。  

このほか、平成 23 年 10 月にインサイダー情報の管理態勢強化を目的に 

インサイダー関連規程の改正を実施し、本改正内容の周知を目的とした集

合研修や個別臨店研修を実施しました。 

従来、お客さまからのご相談・苦情等は「苦情対応記録」によりお客様

相談室へ報告され、お客様相談室は遅滞無く所管部室へ回覧し、対応およ

び再発防止策・未然防止策・改善策の策定・周知を指示しておりました。 

今般、更なる顧客サポート等管理態勢の機能強化を図るため、平成 23 年

10 月より業務管理部業務管理課の顧客サポート部門を「顧客サポート課」

として独立させ、当行に寄せられる様々な「お客さまの声」を一元管理し、

改善対応を行う体制としました。今後も「お客さまに選ばれる銀行」を目

指して、顧客サポート等の顧客保護等管理態勢を強化してまいります。 
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（ｂ）リスク管理態勢の強化 

当行は地域とともに持続的な成長を遂げるため、将来発生し得る様々な

リスクに備えるため、リスク管理態勢の強化に取り組んでおります。 

統合的リスクでは、従来から進めてまいりましたリスク削減計画につい

て、リスク削減が相応に進捗し、銀行全体のリスク量が経営体力内に収ま

りつつあることから、平成 23 年 10 月に「有価証券運用・リスクテイクポ

リシー」の改正を実施し、通常のリスク管理・ALM 管理態勢へ移行している

ほか、資本配賦の再開を現在検討しております。 

また、信用リスク・市場リスクを対象に、過去に起こったストレス事象

や今後発生する蓋然性が高い経済環境の急変を想定したストレステストを

実施し、当行の損益および自己資本に与える影響や、ストレス時の資本と

リスク量の対比等を行っております。 
 
（ｃ）CSR への取り組み 

当行は、CSR への取り組みを経営の重点課題の一つとしており、地域社会

の活性化と持続的成長のため、「環境」「地域医療」「金融教育」の三つの

分野を重点取り組みテーマとして、様々な活動をしております。 

「環境」については、地球温暖化防止の観点から、二酸化炭素及び窒素化

合物の排出量削減計画を策定し、温暖化ガス削減の取り組みを実施している

ほか、「環境格付融資」や「北洋エコボンド」等を取り扱っております。  

また、国連が定めた「国際生物多様性年」に対応し、北海道の希少野生動

植物の保護を目的とする「ほっくー基金」を設立（平成 22 年）し、環境保

護にご賛同いただいたお客さまの預金残高に応じて「ほっくー基金」へ拠出

を行う「ほっくー定期預金」の取り扱いを拡充しております。平成 23 年 5

月には、「ほっくー基金」より道内 4動物園に対して、計 600 万円の寄付を

実施しました。 

平成 23 年 7 月には、環境商品の開発や環境分野での新事業を展開するお

客さまに対し、当行が出資を行う「環境ビジネス支援ファンド」の取り扱い

を開始しました。通常の資金供給に加え、出資による環境ビジネス支援につ

いても積極的に取り組んでまいります。 

「地域医療」の充実は、地域活性化の面において必要不可欠であり、全道

各地に 189 の店舗網を有する当行が積極的に取り組むことで、地域の面的支

援に資すると認識しております。 

具体的には、平成 22 年 10 月より函館、旭川などの地方ブロック店に医療

取引推進専担者を 6名配置したほか、本部推進部門に医療担当者を 5名配置

し、医療関連の取引推進に注力しております。また、平成 23 年 4 月より、

産学官連携による地域医療サポートを図るため、前北海道大学病院長が当行

の「医療総合アドバイザー」に就任しており、市民への健康増進方策啓発等

の社会貢献活動に関して、具体的なアドバイスを頂き、平成 23 年 5 月から、
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北海道大学大学院医学研究科の医師らによる「市民医療セミナー」を計 5回

開催しております。 

「金融教育」では、地域金融機関として、地域の小中学校等の児童・生徒

の営業店の見学の受け入れを行い、次世代を担うこどもたちへ銀行の役割や

お金の大切さなどの講義を行うほか、当行職員が講師として高校に出向き

「金融教育」の他、「社会人・職業人」としての講話などを行っております。  

今後は、通常の見学受入等に留まらず、様々な視点からの「金融教育」を

展開してまいります。 
 
（ｄ）お客さま満足度（CS）の深化 

当行は従前より、お客さま満足度向上のための取り組みとして、全店で

「Changing!運動」を実施し、お客さま目線の接遇や、職場環境の改善等に

取り組んできております。お客さまに「選ばれる銀行」となるためには、

更なるお客さま満足度の向上が必須と認識し、平成 23 年度からは従来の取

り組みを深化させ、営業店・本部が一体となって、研修や応対のレベルア

ップ、お客さまへのサポート充実に努めております。 

具体的には、日々寄せられる「お客さまの声」を毎月全営業店へフィー

ドバックし、現状認識や勉強会の材料として活用しています。また、個々

人のスキルアップを図るため、僚店での業務実地体験を可能とした行内短

期留学制度の活用を行っており、平成 21 年 8 月の開始から平成 23 年 9 月

末までに延べ 62 名が参加しております。 

また、職員・パートタイマー等の意識の共有を図り、事務・応対レベル

の向上を目的としたパートタイマーCS 研修やローン担当者研修を集中実施

し、平成 23 年度上期において 176 人が参加しました。 

さらに、視覚障がい者等に配慮した態勢整備も順次拡大しております。

店舗外 ATM の視覚障がい者対応 ATM への入替えや店舗の点字ブロックの新

設などハード面での整備、役付者立会いのもとお客さまの面前での代筆・

押印代行を行う等を定めた事務取扱要領の制定（平成 23 年 5 月）や、障が

いをお持ちのお客さま等へのサポート充実のための「ユニバーサル・サー

ビス研修」の実施（平成 23 年 3 月）など、ソフト面での態勢整備も実施し

ました。 
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視覚障がい者等に配慮した態勢整備状況

状況

385台
（全営業店最低1台導入）

店舗外ＡＴＭ45台入替え予定 ～平成24年4月

店舗入り口までの点字ブロック 62ヵ店

残り約70ヵ店 ～平成24年度

代筆・押印代行・代読の事務取扱要領制定 　    平成23年5月制定

筆談ボード・耳マークの設置 全営業店

窓口振込受付時の振込手数料減額対応   　　平成23年1月より

ユニバーサルサービス研修
平成23年3月実施
（延180名参加）

車椅子等へのバリアフリー対応

出入り口フラット化 38ヵ店

車椅子用スロープ設置 9ヵ店

車椅子対応トイレ設置 9ヵ店

車椅子対応エレベーター設置 6ヵ店

視覚障がい者対応ＡＴＭ
（ハンドセット方式）

項目
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４．従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項の

進捗状況 

 
（1）業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策 

ガバナンス強化、ならびに経営の透明性・客観性の確保に向け、当行の持

株会社である株式会社札幌北洋ホールディングスにおいて、平成 22 年 6 月よ

り社外取締役制度を導入しております。平成 23 年 9 月末時点で、株式会社札

幌北洋ホールディングスの取締役 9名中 2名、および監査役 5名中 3名が社

外からの人材となり、幅広い見地から経営をチェックする態勢としておりま

す。 

上記に加え、当行の経営戦略及び重要な施策等について、外部の視点から

客観的な評価・助言を頂戴することで、経営の透明性を高めることを目的と

して、株式会社札幌北洋ホールディングスの社外取締役・社外監査役の 5名、

および当行の頭取・副頭取にて構成される「経営戦略等に関する意見交換会」

を平成 22 年 10 月に設置しております。平成 23 年 2 月より意見交換会を開催

しており、平成 23 年度上期は 7月に開催しました。今後も半期に一度開催す

ることで引き続き監視機能の充実・強化に取り組んでまいります。 

また、経営管理部門の一層の連携の強化（ガバナンス強化）と危機管理態

勢の組織対応力の強化を目的に、本部管理部門を統括する「経営管理・危機

管理統括本部」を平成 23 年 6 月に設置し、原則、毎週「経営管理・危機管理

統括本部会議」を開催し、本部管理部門の連携強化を図っております。 

 
（2）リスク管理の体制の強化のための方策        

A．信用リスク管理強化のための方策 

個社別の信用リスク管理強化に向け、お客さまとのリレーションシップ

強化による業況把握の徹底と、定期的なモニタリングの徹底に取り組んで

おります。 

リレーションシップの強化では、融資・渉外人員の増強により、お客さ

まとの接点拡大を図るとともに、経営改善支援に係る取り組み事例を営業

店に還元しているほか、研修等の実施により、営業店職員のレベルアップ

に取り組んでおります。 

営業店においては、「取組方針策定シート」「モニタリングシート」など

の管理ツールを活用し、お客さまの経営上の問題点の「早期発見、早期対

策」に努めているほか、フォローアップの内容は業績把握に留まらず、計

画との乖離要因の分析を踏まえ、計画の実現性についてお客さまとの共通

の認識を形成することに取り組んでおります。 

また、特定の企業や同一グループへ与信が集中して大きな損失が発生す

るリスクを抑止するため、１社あるいは１グループあたりのクレジットラ

イン（与信上限）を設けておりますが、与信集中リスク管理の高度化を図
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る目的で、平成 23 年 1 月にクレジットラインの見直しを実施し、上限超過

先の管理方針を明確にしました。また、クレジットラインの運用状況はリ

スク統括部が四半期毎にモニタリングし、リスク管理委員会を通じて経営

陣に報告しております。 

  

B．市場リスク管理強化のための方策 

市場リスク管理については、市場 VaR に個別リスクを加味して総市場リ

スク量とし、これに信用リスク、オペリスク相当額を合算した統合リスク

量を資本水準（Tier1）と比較し管理しているほか、VaR に加え BPV、含み

損益動向、ストレステストなどの総合的な管理も合わせて行っております。 

ストレステストについては、国内外の金融経済状況を勘案し、複数のシ

ナリオを設定するなど、ストレステストの高度化に取り組んでおります。 

また、損失限度枠については、有価証券全体に加えて円建外債、外貨建

債券、為替といった種類別、個別銘柄別に損失限度とアラームポイントを

設定して管理しているほか、各種の限度枠は日次で管理を行っており、有

価証券運用会議やリスク管理委員会などを通じて経営陣に報告しておりま

す。 

 

C．不良債権の適切な管理のための方策 

不良債権の適切な管理を行うため、緊急性、地域経済への影響度合い等

から早期事業再生の「重点取組先」を選定し、営業店と連携を取りながら

個社別に事業再生に向けたスキームを検討しております。再生計画の策定

と事業再生の透明性を高め、他金融機関との調整を円滑にするため、公正・

中立な立場となる「北海道中小企業再生支援協議会」や、公認会計士、コ

ンサル等外部専門家と連携しながら、不良債権の適切な管理を行っており

ます。 

また、不良債権の発生防止に向け、これまでの事例の調査・分析結果を

活かすため、「不良債権調査委員会」を定期的に開催し、倒産事例における

与信管理上の問題点や改善策についての協議を踏まえ、具体的な事例を営

業店に還元しております。 

 
（3）法令遵守の体制の強化のための方策 

営業店におけるコンプライアンスマニュアル等を活用した研修の実践およ

び法務コンプライアンス部による臨店を通じて不正防止等の職業倫理強化に

取り組んでいるほか、営業店コンプライアンス担当者研修等の各種集合研修

において顧客情報管理にかかる事故事例等を開示共有するなど、職員の意識

強化を図っております。 

このほか、平成 23 年 10 月にインサイダー情報の管理態勢強化を目的にイ

ンサイダー関連規程の改正を実施し、本改正内容の周知を目的とした集合研



 

23 

修や個別臨店研修を実施しました。 

利益相反管理態勢については、平成 23 年 9 月に「利益相反管理マニュアル」

を一部改正し、対象取引について幅広い検証を行う取扱いに見直したほか、 

法務コンプライアンス部が検証結果について、定期的または必要に応じて随

時「顧客保護等管理委員会」に報告しております。また、専門弁護士との面

談や各種セミナーへの参加を通じて情報収集を行うとともに、関係部署との

情報共有に努めております。 

 
（4）経営に対する評価の客観性の確保のための方策 

当行の経営戦略および重要な施策等について、外部の視点から客観的な評

価・助言を行う機関として、平成 22 年 10 月に「経営戦略等に関する意見交

換会」を設置しております。同意見交換会は株式会社札幌北洋ホールディン

グスの社外取締役・社外監査役の 5 名、および当行の頭取・副頭取にて構成

し、上期は 7 月に開催しました。今後も半期に一度の開催を予定しておりま

す。 

 
（5）情報開示の充実のための方策 

株式会社札幌北洋ホールディングスは、財務・業績情報の証券取引所への

適時開示のほか、プレスリリース、ディスクロージャー誌、IR、ホームペー

ジへの掲載などを通じ、適時適切な開示を行っております。 

道内での個人向け IR 活動の充実を図るため、平成 18 年 10 月から個人向け

説明会を実施しており、平成 23 年度上期においては、札幌、函館、帯広の 3

ヵ所で個人向け説明会を実施したほか、機関投資家向け説明会については、

個別ミーティングを含めて計 7回開催しました。 

また、ディスクロージャー・ポリシーに基づき、財務・業績情報の適切な

開示を行っているほか、プレスリリースの実施、ＣＳＲ・地域貢献に関する

ディスクロージャー誌「環境・社会・経営レポート 2011」の発行（平成 23

年 9 月）などを通じて、より分かりやすい開示に努めております。 

 



 

24 

【平成23年度上期の主な情報開示】

方　法 回　数 備　考

株主総会 1回 札　幌

機関投資家向け説明会
(ラージ・ミーティング)

1回 東　京

機関投資家向け小規模説明会
(スモール・ミーティング)

1回 札　幌

機関投資家向け個別ミーティング 5回 札幌、東京

個人向け説明会 3回 札幌、函館、帯広

ディスクロージャー誌 1回

ミニディスクロージャー誌 1回

CSRレポート 1回

四半期決算報告 2回

ホームページへの掲載 適宜

プレスリリース 適宜
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５．中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化、その他の北海道経済の活 

 性化に資する方策の進捗状況 

 

（1）中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化の方策の進捗状況 

Ａ．中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画の進捗状況 

平成 23 年 9 月期における中小規模事業者等に対する信用供与の残高、お

よび総資産に占める割合の実績は以下のとおりです。 

　　(単位:億円、％)

H23/3期 H23/9期 H23/9期

実績(始期) 計画 実績 計画対比 始期対比

18,312

73,784

24.81

信用供与の残高 (a) + 176+17218,48918,317

割合 (a)/(b) 24.82 + 0.45

総資産 (b) 73,784

25.26 +0.44

△61073,174 △610

 ※「中小規模事業者等向け信用供与」とは、銀行法施行規則別表第一における「中小企業等」から    

個人事業主以外の個人を除いた貸出で、且つ次の貸出を除外しております。 

○ 政府出資主要法人向け貸出及び特殊法人向け貸出 

○ 土地開発公社向け貸出、地方住宅供給公社向け貸出、及び地方道路公社向け貸出 

○ 大企業が保有する各種債権又は動産・不動産の流動化スキームに係るＳＰＣ向け貸出 

○ 当行の子会社向け貸出、及び当行を子会社とする銀行持株会社等（その子会社も含む。）

向け貸出  

○ 上記のほか金融機能強化法の趣旨に反するような貸出 

 
平成 23 年 9 月期における中小規模事業者等に対する信用供与の残高は、

計画比＋172 億円、計画の始期（平成 23 年 3 月期）対比＋176 億円の 1兆

8,489 億円となりました。 

一方、総資産については、計画及び計画の始期（平成 23 年 3 月期）と比

べ主に地方公共団体向けの預金が減少したことから、総資産残高が△610

億円となり、7兆 3,174 億円となりました。 

この結果、総資産に対する比率は計画を 0.44 ポイント上回る 25.26%とな

りました。 

当期における中小規模事業者等向け信用供与の増強に向けた主な取り組

みは、次のとおりです。 

 

(ａ) 新規開拓の推進 
中小規模事業者等向け信用供与を拡大するため、既存先の資金需要を取

り込むことに加え、新規先の開拓による営業基盤の拡充に取り組んでおり、
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各営業店において将来的な基盤（コア）となる先について、「コア新規」先

として選定し、対象先に新規開拓のアプローチを行っております。 

具体的には、平成 23 年 10 月より、札幌市内ブロック店および地方ブロ

ック店に「コア新規推進専担者」を 9名配置し、本支店一体となった提案

型渉外を実施しており、当行の基盤となる新たなお客さまの開拓に努めて

おります。 

 
(ｂ) 戦略商品の推進 
日本銀行による成長基盤強化を支援するための資金供給制度の導入と合

わせ、平成 22 年 8 月より成長分野貸出商品「飛翔（はばたき）」の取り扱

いを開始し、成長基盤強化に資する事業を行うお客さまの資金ニーズを積

極的に取り込んでおります。 

本商品の取り扱い開始以降、平成 23 年 9 月末までの実行累計は 427 件・

271 億円の実績となり、成長分野支援に向けた円滑な資金供給に資すること

ができました。 

 

(ｃ) 成長分野支援 

成長分野における信用供与の増強については、特に医療分野に重点的に 

取り組んでおり、平成 23 年 4 月と 10 月に医療取引推進専担者を増員（計       

4 名）し、計 9名の専担者を各ブロック店に配置しているほか、本部推進

部門に医療担当者を 5名配置し、医療関連の取引推進に注力しております。 

加えて、医療分野に関する行内向け研修、顧客向けセミナー等を実施し、

同分野における信用供与の増強に取り組みました。 

また、環境分野に関しても、環境関連会社をターゲットに資金ニーズの

把握に努めたほか、省エネ改正法適用会社の環境配慮対応や補助金制度の

利用サポートを積極的に行いました。さらに環境格付評価等に関し外部機

関との連携にも努めております。 

 上記の取り組みに加え、主に建設関連の中小規模事業者等に対する信用

供与の拡大に向けて、平成 23 年 9 月に国土交通省と「建設企業のための経

営戦略アドバイザリー事業」のパートナー協定を締結しました。この事業

は、道内の建設業者が抱える経営上の様々な課題に対して、建設業の経営

革新などを推進することを目的に、国土交通省が各地の専門化と連携し実

施するものです。 

道内においてはマーケットが縮小基調にある業界も多く、かかる中にあ

って、持続的な信用供与の拡大を図るためには、個社別の提案型渉外の実

施に加え、外部機関との連携により地域の面的再生に取り組むことが重要

と認識しており、こうした事業に当行が積極的に参画することで、地域経

済の活性化に貢献してまいります。 
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Ｂ．中小規模事業者に対する信用供与の実施体制の整備の進捗状況 

   
中小規模事業者等に対する円滑な信用供与を実施するため、「地域密着型

金融推進」の基本的な考え方を踏まえ、担う人材の育成・活用と中長期的

な推進態勢の構築に取り組んでおります。 

 
(a) 「地域密着型金融推進」を担う人材の育成・活用 
地域密着型金融推進の組織内の意思統一を図るため、平成 23 年度上期営

業店長会議において、人材育成の重要性を徹底したほか、地域密着型金融

の課題や当行の取り組み状況などを周知しました。加えて、本部役職員を

対象に外部コンサルタントによるリレバン研修を実施し、地域密着型金融

推進のポイントを再認識しました。 

また、お客さまとの信頼関係の構築には営業店長の意識改革が必要との

認識の下、営業店長の顧客対応力の向上を目的に、「CRM（Customer 

Relationship Meeting）」研修を実施しました。平成 23 年度上期は計 6回・

144 名の営業店長が受講しており、営業店長のコンサルティング能力向上に

取り組んでおります。 

さらに、お客さまとの接点の強化に向け、本部スリム化によって人員余

力を創出し、営業店や本部の営業支援部署に人員の再配置を進めており、

「医療」「環境」「事業承継」の本部専担者を 4名増員したほか、平成 23 年

10 月より、札幌市内ブロック店および地方ブロック店に「コア新規推進専

担者」を 9名配置し、本支店一体となった提案型渉外を実施しております。 
 
(b) 中長期的な取り組みに向けた推進態勢の強化 
営業店や本部各部に分散する個社別の経営課題やお客さまのニーズを会

議体にて一元管理し、組織横断的な対応を行うため、既存の「中小企業取

引推進会議」の下部組織として実務者クラスによる「コンサルティング担

当者会議」を平成 23 年 11 月に設置したほか、地域密着型金融の一層の推

進に向けて「リレバン表彰制度」を制定しました。 

本制度は、各営業店において、お客さまの事業支援への中長期的な取り

組みや地域経済の活性化への積極的な参画など短期的には成果が現れにく

い営業活動に対し一定の評価を行うとともに、各営業店で実施しているリ

レバンのノウハウを全店で共有し活用することを目的とするものです。 
さらに、お客さま情報の整備においては、お客さまとの交渉履歴などの

情報の蓄積・検索・管理を行うことの出来る営業店支援システム「セール

スサポートツール」を平成 23 年 7 月より全店に導入しました。蓄積された

情報を取引種別、支店、担当者、取引先名などの項目で任意に検索可能と

なり、本部各部で情報を共有化することが可能となりました。今後は、営

業店が収集したお客さまの情報の報告方法など事務体制面でのルール化な
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ど、有用な情報の活用方法について検討してまいります。 

また、現在導入を進めている「融資支援システム」などのシステム対応

を講じることにより、お客さま情報の組織的・継続的な蓄積に取り組んで

まいります。 
 
(c) 信用供与の実施状況の検証態勢 
中小規模事業者等向け信用供与の進捗状況については、毎月の経営会議

において報告・協議が行われているほか、本部内の内部監査、営業推進所

管部によるモニタリングにより対応状況の検証を行っております。 

また、「中小企業取引推進会議」や「金融円滑化委員会」において、コン

サルティング機能に関わる対応状況の協議・検討を行っております。 
 
C．中小規模事業者に対する金融の円滑化を図るための取り組み 

 

当行は、北海道のリーディングバンクとして、地域において金融仲介機能

を円滑に発揮することを経営の重要な課題とし、金融の円滑化に努めてまい

りました。 

平成 21 年 12 月に施行された「中小企業金融円滑化法」の趣旨を踏まえ、

金融の一層の円滑化に向けて取り組むため、取締役会の指示の下、特命担当

役員を委員長とする「金融円滑化委員会」を設置するとともに、全営業店に

「金融円滑化責任者」を配置するなど体制を強化しているほか、当行へのご

相談等にあたり、当行の基本的な姿勢等をお客さまにご理解いただくため

に、基本方針を策定し公表しております。 
  
【金融円滑化にかかる組織体制】 
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（2）北海道経済の活性化に資する方策の進捗状況 

 
Ａ．経営改善支援等取り組み先企業の数の取引先の企業の総数に占める割合 

 

平成23年 9月期における経営改善支援等取り組み先数の取引先の企業の

総数に占める割合の実績は、以下のとおりです。 

(単位:先、%)

23/3期 23/9期 23/9期

実績(始期) 計画 実績 計画対比 始期対比

創業・新事業開拓支援 296 296 245 △ 51 △ 51

経営相談・支援強化 275 295 548 + 253 + 273

早期事業再生 4 4 4 + 0 + 0

事業承継支援 94 94 181 + 87 + 87

担保・保証に過度に依存しない貸出 127 114 86 △ 28 △ 41

合計 (a) 796 803 1,064 + 261 + 268

取引先企業総数 (b) 33,027 33,100 32,832 △ 268 △ 195

割合 (a/b) 2.41 2.42 3.24 + 0.82 + 0.83
      

 
平成 23 年 9 月期における経営改善支援等取り組み先数は、「創業・新事

業開拓支援」及び「担保・保証に過度に依存しない貸出」の分野について、

計画を下回ったものの、医療など成長分野への経営相談・支援強化や事業

承継支援の取り組み強化が奏功し、全体では計画を 261 先上回る 1,064 先

となりました。 

また、取引先企業の総数は、法人に対する新規貸出先開拓を積極的に進

めているものの、新設法人先の減少や後継者不在による廃業の増加等の要

因などから、計画を 268 先下回る 32,832 先となりました。 

この結果、経営改善支援等取り組み先数の取引先企業に対する割合につ

いては、計画を 0.82 ポイント上回る 3.24%となりました。 

経営改善支援等の取り組みは、基本戦略に掲げる「企業のライフステー

ジに応じたコンサルティング機能の発揮」の柱と位置づけており、お客さ

まの個々の事業と経営課題をしっかりと把握し、経営課題への対応や販路

拡大等の事業支援に積極的に取り組んでまいります。 
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Ｂ．経営改善支援等の取り組みの具体的な進捗状況 

 

(a)創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策 
創業・新事業支援先については、道内における新設法人先の減少に加え、

経済環境の停滞による新事業案件の減少などから、計画 296 先に対し、実績

245 先となり計画を下回りました。 

特に創業1年未満のお客さまを対象とした「ほくようセットアップローン」

や、地方公共団体の創業貸付などの活用に取り組んでまいりましたが、対象

となる新規事業者の減少もあり計画対比△51 先となりました。 

一方、ベンチャー向け企業育成ファンドである「北洋ベンチャーファンド」

による新事業支援が１件の実績となったほか、本ファンドの拡充・活用を目

的に投資対象の追加やファンド期限を延長するなど、投資スキームの変更を

行い、成長企業支援に向けた支援ツールの充実に取り組みました。 

また、ＴＫＣ北海道会と連携し、会員税理士との連携強化に取り組んでお

り、平成 23 年 6 月に会員税理士と当行支店長を対象とした「連携強化セミ

ナー」を開催するなど、ＴＫＣ北海道会との関係構築を通じて創業支援案件

の取り込みを図っております。 

地域経済発展のためには、企業の構造転換を含む創業・新事業支援に継続

的に取り組むことが重要であり、貸出による信用供与に加え、当行独自の中

小企業への助成制度「北洋銀行ドリーム基金」のほか、「北洋ベンチャーフ

ァンド」「札幌元気ファンド」など各種ファンドを通じた企業育成に引き続

き取り組むことにより、創業・新事業の支援に注力してまいります。 
 
（b）経営に関する相談その他の取引先の企業に対する支援に係る機能の強化

のための方策 

経営に関する相談・支援は、コンサルティング機能の中心となる分野とな

ることから、当行では以下の 6項目を掲げ、具体的な金融仲介機能の発揮に

取り組んでおります。 

平成 23 年度上期における以下の 6項目合計は、計画 295 先に対し、実績

548 先となり計画を上回りました。 
 

① 経営改善支援 

経営改善支援の取り組みは、お客さまへのコンサルティング機能の発揮

に向けた重点分野として位置づけており、従来から本支店一体となり取り

組んでおります。 

平成 23 年度上期においては、営業店の経営改善支援業務のレベルアッ

プに注力し、平成 23 年 3 月に制定及び改訂した「経営改善支援マニュア

ル（対応・管理編）」「経営改善計画書」「検証シート」などの各種管理

ツールの営業店への定着を図るとともに、「経営改善支援室」による経営
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改善計画の早期策定に係る営業店指導に取り組んでまいりました。 

具体的には、経営改善計画の策定未了先の発生を防止するため、「経営

改善支援室」において重点的な管理が必要な先を「重点管理先」として選

定し、対象先の管理を強化したほか、営業店の進捗管理を強化するため、

「経営改善支援室」による営業店臨店指導の実施（平成 23 年 7 月）に加

え、期中における営業店の取組事例を業績評価へ反映（平成 23 年 8 月）

しております。 

また、コンサルティング機能の担い手となる人材の育成に取り組んでお

り、各種研修を継続的に実施し、実務能力の向上を図っております。 

特に、若手・女性行員の融資審査能力の向上に努めており、平成 22 年

度からは「融資トレーニー」制度を開始し、本部審査セクションに 1年間

の配属を行うことで担当者の融資審査能力の向上を図っており、平成 23

年 9 月末の「融資トレーニー」の在籍者は 12 名（うち女性 4名）となっ

ております。 

さらに、本部集合研修として「融資研修」「次課長融資研修」「企業調

査研修」「法人取引推進研修」等を実施しており、平成 23 年度上期は、

延べ 143 名が受講しました。 

こうした取り組みにより、平成 23 年度上期の経営改善計画の策定支援

件数は、69 件となりました。 

 

② お客さまの経営課題などへのご支援  

お客さまの様々な経営課題にお応えするため、本部専門スタッフによる

情報提供等に取り組んでおります。特に成長分野である医療関連を推進す

るため、平成 23 年 4 月と 10 月に医療取引推進専担者を計 4名増員し態勢

面を強化したほか、地元北海道の強みである食関連のコンサルティングに

注力したことから、当行のコンサルティング機能を活用したアドバイス件

数は、252 件となりました。 

 

③ 外部専門機関への支援仲介  
外部専門機関への仲介については、ご支援内容に応じて、弁護士・公認

会計士・税理士・経営コンサルタント等の外部専門家の紹介を行い、お客

さまの経営課題に的確にお応えできる態勢を整えております。また、お客

さまの専門的な経営相談にお応えするため、平成 23 年 10 月より、北海道

を代表する中小企業総合支援機関である「財団法人北海道中小企業総合支

援センター（以下支援センター）」及び「独立行政法人北海道立総合研究

機構（以下、道総研）」の経営コンサルティング機能、技術支援機能を活

用する経営相談を開始しました。 

具体的には、新たに「相談シート」を制定し、お客さまの経営課題・技

術課題を把握するとともに、相談内容を支援センター又は道総研に随時取
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り次ぎ、支援センター又は道総研の職員が当行職員と連携して直接お客さ

まに訪問するなどにより、具体的な相談に応じます。本スキームを積極的

に活用することで、当行が備えていない専門的な経営相談・技術相談につ

いても、積極的に対応してまいります。 

こうした取り組みにより、外部専門機関への支援仲介は、20 件となりま

した。 

 
④ 行内ビジネスマッチング 
お客さまのビジネスマッチングのニーズに的確にお応えするため、具体

的な商材情報の蓄積と本支店間での情報の共有に積極的に取り組んでお

ります。平成 23 年度上期から、ビジネスマッチングの商談成立件数等を

業績評価の対象に加えたほか、商談成立の好事例を営業店に還元するな

ど、ノウハウの共有に取り組んでおります。 

こうした取り組みにより、平成 23 年度上期における行内ビジネスマッ

チングを活用した商談成立件数は、101 件となりました。 

 
⑤ アパート経営へのご支援 
アパート経営の相談については、道内計 27 ヵ所の「ローンプラザ」に

おいて、専門スタッフによる資金計画全般のご相談・アドバイスをきめ細

かく行っております。平成 23 年度上期において、「ローンプラザ」でア

パート経営の相談を受けて実行した貸出は、計 21 件となりました。 

 
⑥ 海外ビジネスへのご支援 

道内企業の海外進出を支援するため、平成 23 年 4 月に国際部内に「ア

ジアデスク」を設置し、本部と営業店との連携強化に取り組みました。

行内体制の強化によりタイムリーな渉外活動が可能となり、お客さまの

海外進出ニーズ等に迅速に対応しております。 

これらにより、平成 23 年度上期における海外ビジネスに関する提案は、

計 85 件となりました。 
 

(c) 早期の事業再生に資する方策  
平成 23 年度上期においては、再生計画の早期策定と事業再生の透明性を

高めるため、北海道中小企業再生支援協議会の機能を活用したほか、外部コ

ンサルタントの活用に取り組み、事業再生完了先は計 4件の実績（計画比±

0）となりました。 

お客さまの事業再生は、雇用等地域経済への影響も大きいことから、「経

営改善支援室」の専門的なノウハウの活用を中心に、取り組んでおりますが、

大口の与信先が増加し、再生の難易度も高まっていることから、今後、金融

機関調整や事業価値の見極めに相当の時間を要すことが見込まれます。 
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したがいまして、今後においてもプレパッケージ型事業再生や再生ファン

ドを活用した事業再生、DES・DDS・DIP ファイナンス等を活用した事業再生、

北海道中小企業再生支援協議会や外部コンサルタント等との連携による事

業再生など、様々な手法を選択し、早期かつ効率的な事業再生を目指してま

いります。 
   

（d）事業承継に対する支援に係る機能の強化のための方策 

経営者の高齢化を背景として、後継者不在を理由とする事業売却のニーズ

が高まっております。当行では平成 21 年度下期より「事業承継支援」を法

人施策の柱の一つに位置づけており、約 1,200 社に訪問し、延べ 400 社以上

に株式移転等の具体的な提案を実施してまいりました。 

平成 23 年度上期においては、事業承継の本部専門スタッフを新たに 2名

配置（計 7名）して態勢を強化し、事業承継に対する支援を積極的に展開し

ました。 

本部専門スタッフによる上期の累計訪問件数は 554 件となり、事業承継に

関するお客さまのニーズに積極的に対応しているほか、お客さまが抱える

様々な課題に対し幅広く対応するため、高度な専門性と承継ノウハウを有す

る監査法人など 6先と提携し、外部提携先の積極的な活用に取り組みまし

た。 

こうした取り組みにより、本部「事業承継・M&A チーム」による相談件数

が 177 件、M&A アドバイザリー契約先が 4件の計 181 件の実績となり、「事

業承継支援」の上期計画 94 件に対し大幅に上回る結果となりました。 

速やかな事業承継は、地域経済の発展・維持に不可欠であることから、平

成 23 年度下期においても、事業承継支援を法人施策の柱の一つに位置づけ、

円滑な事業承継のご支援を行ってまいります。 
 
(e) 担保又は保証に過度に依存しない貸出 
平成 23 年度上期においては、平成 22 年 4 月から取り扱いを開始した、環

境配慮型企業向けの私募債「北洋エコボンド」の推進に取り組んだほか、公

務員社宅の PFI 案件の実行、道内初となる買切方式の特定債務者型 ABL の成

約など、多様な資金調達手法の提供に取り組みました。 

一方、私募債の推進について、対象となる見込み先が一巡し、新たな対象

先の開拓が進まなかったことから、担保・保証に過度に依存しない貸出先は、

計画を 28 先下回る 86 先の実績となりました。 

平成 23 年度下期においては、お客さまの事業をしっかりと把握し、最適

な提案を行うことに加え、本部と営業店がよりコミュニケーションの密度を

高めることで、各種スキームの活用について幅広いお客さまにご提案を行っ

てまいります。 
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６．利益又は剰余金の処分の方針 

当行は、持株会社である株式会社札幌北洋ホールディングスの子会社であ

り、第１種優先株式を除く普通株式への配当は 100%株式会社札幌北洋ホール

ディングスへの配当となっております。 

平成 23 年 9 月期においては、「経営強化計画」の履行による収益力強化と

業務効率化の実践を図り、内部留保となる利益剰余金の積み上げを行ってお

りますが、公的資金の早期返済を目指すため、当行は持株会社である株式会

社札幌北洋ホールディングスへの普通株式配当、並びに第 1種優先株式に対

する配当は、双方とも見送りしております。 

今後についても内部留保の蓄積による公的資金の早期返済を目指すととも

に、株主価値の向上のため、安定した業績を確保することで財務体質の強化

に取り組んでまいります。 

なお、持株会社である株式会社札幌北洋ホールディングスの平成 24 年度の

配当方針につきましては、通期の利益水準と今後の安定的な財務基盤の維持

を勘案し、当初公表とおり、１株あたり年間 3円とする予定であります。 

また、株主の皆さまへの利益還元に向け、役員賞与の支給は本年度も見送

りしております。 
 
  

【利益剰余金の推移】
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７．財務内容の健全性および業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

の進捗状況 

 
（1）各種のリスク管理の状況の状況および今後の方針等 

信用リスク管理、市場リスク管理については、「項目 4．(2)リスク管理の体
制の強化のための方策」に記載のとおりです。 
そのほかのリスクとして、流動性リスク管理とオペレーショナル・リスク

管理は以下のとおりです。 
Ａ．流動性リスク管理 

（a）態勢 

流動性リスク管理部門を「リスク統括部」、資金繰り管理部門を「資金証

券部」「国際部」とし、流動性リスク管理状況について「リスク管理委員会」

に報告を行い、必要に応じて協議を行っております。 
また、流動性危機発生時には速やかに「危機管理委員会」を開催し、対

応を協議することとしております。 
   
（b）方針 

流動性リスク管理に関する方針（規程）として「流動性リスク管理規程」

を定め、組織全体に周知しております。 
また、流動性危機管理に関する方針については「流動性リスク危機管理

対応マニュアル」を定め、実際に危機が発生した場合の対応等について、

組織全体に周知しております。 
  
Ｂ．オペレーショナル・リスク管理 

（a）態勢 

「リスク管理委員会」の下部組織として、「オペリスク管理検討会」を設

置し体制を強化、オペレーショナル・リスク管理態勢の向上に向け、実効

性ある議論を指向しています。 
 
（b）方針 

当行は、バーゼルⅡ対応として、平成 19年 3月に TSA（粗利益配分手
法）を採用し、従来の管理手法に加え、オペレーショナル・リスクが顕在

化しないように事前にオペレーショナル・リスク削減策を実施する予防的

管理を行うとともに、オペレーショナル管理態勢の実効性向上に向けて下

記の内容を実施しております。 
・オペレーショナル・リスク管理向上のため導入した新システムでのデ

ータ蓄積を進め、リスク管理部署での活用を図ります。 
・「オペリスク管理検討会」を活用し、オペレーショナル・リスク管理向

上に向けての実効性ある議論を行い、オペレーショナル・リスク削減へ
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の施策を実施しております。さらに、オペレーショナル・リスクについ

て、より深度ある原因分析、ならびに対応策の有効性の検証を高めるた

めに、平成 22年 2月より、「オペリスク管理検討会」の開催頻度をこ
れまでの 3ヶ月ごとから毎月開催に変更し、より迅速かつ高度なオペ
レーショナル・リスク管理を指向しております。 
・関係各部は、「オペリスク管理検討会」での協議を踏まえ、具体的対応

策を検討・実施しております。 
  
（c）管理方法 

当行では、オペレーショナル・リスクを下記のとおり、「潜在的なリスク」

と「顕在化したリスク」の二つの側面から管理しており、リスク統括部が

これを管理しております。 
      
＜潜在的オペレーショナル・リスク管理＞ 

RCSA（リスクとコントロールの自己評価）手法により、オペレーショ
ナル・リスクを特定、評価、把握、管理・削減を行っております。 
＜顕在化したオペレーショナル・リスク管理＞ 
オペレーショナル・リスク情報を収集してデータベース化し、それを分

析して対策を講じることで、オペレーショナル・リスクの管理・削減を

行っております。 
 
（2）内部統制システムの整備 

株式会社札幌北洋ホールディングスおよび当行では、会社法および会社法

施行規則に基づき、取締役会において「内部統制基本方針」を決議しており

ます。 
持株会社である株式会社札幌北洋ホールディングスは、子会社について「経

営管理に関する契約」、および「グループ運営規程」により、重要な業務の決

定について株式会社札幌北洋ホールディングスが管理し、随時報告を受ける

体制としております。 
当行では、子会社管理に関する規程により各子会社を適切に管理しており

ます。 
また、株式会社札幌北洋ホールディングスでは、金融商品取引法に基づく

「内部統制報告制度」への対応として、取締役会において「財務報告に係る

内部統制の基本方針」を決議しているほか、「財務報告に係るグループ内部統

制管理規程」を制定しております。 
以 上 


